
ブランス共細国憲法改正と「地域語」  

長谷川秀樹  

はじめに  

フランスは国際社会に対して少数民族や少数言語の擁護を率先して掲げて  

きた。市場的価値を最優先するグローバル化の進展により、世界中の少数文化  

が危機に瀕するといわれているが、フランスはそのような少数文化の保護を目  

的としたユネスコの二つの法規、2003年の無形文化遺産保護条約と2005年の  

文化的多様性の保護促進についての†鋸勺を自らのイニシアチブにより成立させ  

た1）。市民レベルにおいても2008年春、北京五輪の聖火リレーをめぐり、その  

直前に起きたチベット暴動に対して、パリに拠点を置くNGO「国境なき記者  

団（RSF）」のメンバーが中心に激しい抗議活動を行ったことは記憶に新しい。  

日本ではそれほど報じられていないが、クルド人、アルメニア人、ベルベル人  

など独自の言語や文化を脅かされてきた少数民族に対する国際的な「連帯」の  

呼びかけもフランスでは官民間わず盛んである。   

だが、フランス国内に視点を転じるならば、フランスの掲げる「文化的多様  

性」の理念に真っ向から反する動きも見られる。ムスリム女学生の公教育にお  

けるスカーフ着用を厳格に禁じる2004年の法律はその典型として挙げられよ  

う。この動きの根源にあるのは、フランスがトーにして不可分の」、「民族、人種、  

1 無形遺産保護条約の全文（邦訳）は外務省ホームページ（http：／／www．mofh．go，jp／  

mo句／gaiko／treaty／pdf§／treatyJ59｝a．pdf）文化的多様性保護条約の全文（邦訳）  

については文部科学省ホームページ（加pニ〟www，1TleXt．gO．jp／t；ileSCO／009ノ003ノ018・  

pdf）参軋なお、後者の条約はアメリカおよびイスラエルの2図のみが自由貿易  

に反するものとして反対している。詳細については『毎日新聞』2005年10月29日（東  

京版）8ページを参照。  
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図1 フランス本国の主な地域語  宗教等による区別のない平等な個人＝市民からなる共和国」という共和主義の  

理念であるが、この「不寛容」は言語についても言える。フランスには多様な  

言語が見られるが、憲法第2条にて「共和国の言語」と規定されているフラン  

ス語以外のいかなる言語も法的には認めていない。   

しかし、2008年、フランスは憲法を改正し、「地域語（languesrigionales）」  

の規定を加えた。この憲法改正はどういう意味を持つのであろうか？ そして  

フランスの掲げる「文化的多様性」の内外の論理矛盾を解消しうるものか？  

以上の問題点について、憲法改正と地域語規定の追加をめぐる過程およびその  

議論から考察する。   

本題に入る前に、憲法改正に至るまでのフランスの地域語の状況について概  

説する。   

フランスには次ページの地図のように国土の周縁部分にフランス語以外の  

諸言語が見られる 。このような一部特定領域で歴史的に使用された言語は「地  

域語」と総称されることが多い2）。「地域語」はフランス革命釆、戦後に至るま  

①オック語（オクシタン）  ⑤フランドル語（フランデレン、フラマン）  

（診カタルーニヤ語（カタラン）  （診アルザス語（アルザシアン）  

③コルシカ語（コルス）  ⑦ブルターニュ語（プレイス、ブルトン）  

④フランコ・プロヴァンス語（アルピタン）⑧バスク語   

出典：長谷川秀樹「エスニック・マイノリティとフランス共和主義」宮崎かすみ（編）『差異を生きる』  

明石沓店2009年、126ページ。  

2  フランスの地域語の概況については、HenriGoetschyetAndr6LouisSanguin（dir．）  

エα乃g乙′e∫′一∂gわ〃αJee／′一eJdオブo〃∫わ′〟〃豆i■0〃JαJJ∂JJe∫e／7助J℃pe，1’Harlllattan2000，  

Jean－BaptlSteCoyosetal，Langueselc乙［llLIreSreg10nalesdeFrance，1’Harmattan，   

1999JeanSibile，エビ∫ね／轡／甜／ノ密わ′7α／e∫，nammarion，2000宮島喬他『先進社会  

のジレンマー現代フランス社会の実像を求めて』有斐閣1985年、宮島喬・梶田  

孝道（編）『現代ヨーロッパの地域と国家』有信望高文社1988年、同『統合と分  

化の中のヨーロッパ』有信堂高文祉1991年等を参照されたい。  

一方、地域語を含んだより広範な概念として、フランスの言語的多様性を示す  

意味で「フランス話語（1anguesdeFrance）」という表現もある。この表現は言  

語学者セルキリーニが、 欧州地域語少数言語憲章の対象となるべき言語の列挙を  
政府に求められた際に、提出した報告書に記載されている75言語の総称、そして  

報告書名にも用いられている。これは地域語のほかベルベル語、イデイッシュ語、  

アルメニア語などフランスの主に都市部、郊外部に居住している移民言語（セル  

キリーこは「出自言語1angue5d’origine」と表現している）や手話等も含めた概  

念である。2001年に文化省フランス語総局（DGLF）が「フランス語およびフラ  

ンス話語総局（DGLFLF）」に改編改称され、従来のフランス語の防衛的組織だっ  

た官庁がフランスの言語的多様性と発展のための組織へと変貌し、この推移をセ  

ルキリーニは「小さき文化革命（unemini－rivolutionculturelle）」とまで表現し  

ている。だが、本稿では「フランス諸語」ではなく「地域語」という表現を用い  

る。その理由として、①「フランス話語」概念はセルキリーこと彼が大きくかか  

わるDGLFLF以外では殆ど見ることがなく、今回の憲法改正議論でも報道等では  

専ら け出城語」が使われていたこと、（∋「フランス話語」概念が用いられる場合は、  
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「地域語」よりは移民言語あるいは移民文化の保護や発展という観点から述べられ  

るケースが多いこと、③今回の憲法改正議論における言語の論争で移民の問題が  

取り上げられることばなく、したがって「フランス語語」という表現も殆どなかっ  

たこと、④セルキリーニはフランスの言語的多様性を語る上で「地域語」だけで  

は狭く不十分な概念であるとしているが、「地域語」概念自体には否定的ではない  

こと、⑤以上のことから「フランス諸語」の概念は、本件あるいはフランス法よ  

りは文化省DGLFLFの言語政策について言及する際に用いる方が適切であること、  

があげられる。  

「地域語」と「フランス諸語」との関係については、PhilippeDewitte，くくUne  

diversit61ingulStlquequlneSeCaCheplus〉〉，Homme＆MkrationsNo．1252，2004，  

p・1ならびにBernardCerquiglini，Biendansnoslangues，Homme＆Mなrations  

∧b，ノ2∫2，2004，pp．4～6、佐野直子「フランス」渋谷謙次郎『欧州諸国の言語法  

仙欧州統合と多言語主義』三元社2005年、257ページを参只軋  
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地域語少数言語憲章の批准をめぐる論争がその頂点であった。これは、賛成派  

の動きを支持するジョスパン社会党首相（当時）が憲章を署名したにもかかわ  

らず、シラク大統領（当時）が憲法裁判所（憲法院conseilconstitutionnel）  

に提訴し、その結果、違憲と判決されたことで大統領が批准を拒否したことを  

めぐる論争である5）。だがその後も賛成派と反対派の攻防が続くことになる6）。  

では「パトワ（patois）」と呼ばれ、蔑まれる傾向にあった。国土の周縁部分  

に異言語があるのは偶然ではない。絶対王政時代からの領土併合により、ドイ  

ツやイタリアなど隣国の言語が政治的にフランスの周縁に組み込まれたものが  

「パトワ」であり、革命以降のフランスをめぐる国際状況からこれら異言語は  

敵視され、フランス語への同化が望ましいとされた。近代においては学校教育  

がその役割を果たし、戦後しばらくまでこの傾向が続いた。  

1951年のディクソンヌ法以降、学校教育を通じた保護が叫ばれ、1980年代、  

ミッテラン社会党政権下の地方分権政策の一環で、一部の地域語の学校教育が  

開始された3）。しかし、地域語科目が外国語科目との選択制であることや、教  

員養成と免許制度が不十分であること、小学校・中学・高校などグレード間の  

連続性が貧弱なことなどや、また学校教育以外での使用機会が極めて少ないこ  

とから、十分な効果が挙げられていない4）。   

1．憲法改正に至る背景 r地域語」をなぜ憲法に規定しようとするのか？   

憲章批准拒否後、賛成派は、フランス共和国憲法を改正し、そこに「地域語」  

の文言を加えることで、地域語を法的に承認させるという主張に転じる。この  

動きが出てくる直接の契機は、上記の憲法院の判決であった。欧州憲章は地域  

語の教育、司法、立法、行政、メディア、文化活動、社会経済活動での使用、  

すなわち公的使用を促進させることを規定したものであるが、憲法院は個別の  

使用については判断を下さず、憲章序文で地域語使用を「奪うことのできない  

権利（droitimprescriptible）」と規定し、第1条の地域語の定義で話者集団と  

規定していることから、共和主義理念に反するとして、全体について「憲章は  

フランス共和国憲法に反する条項を含む」と判決した。ところが賛成派はこの  

判決を、共和国憲法を憲章批准に合うように改正すればクリアできると解釈し  

たのである。1992年のマーストリヒト条約批准の際にフランスは同様の手続  

きを経ていることからも、賛成派は同じ手法を地域語についても取ることを主  

5  シラク大統領は当初、この憲章の批准に対しては賛同する姿勢を示していた（1998  

こうしたことから80年代後半以降、地域語の教育や教育外の使用機会を広  

げることを目的とした法律を求める動きが見られるようになった。本稿ではか  

かる動きを「賛成派」と称する。かつて地域語要求は民族主義者や自治主義者  

など極端な思想を持つごく一部の住民や教育者に限定されていたが、今日では  

直接地域語に関わらない都市生活者や国会議員にまで広がっている。係争目的1  

が地域語の保護発展そのものから、フランス共和国の分権や欧州統合、文化的  

多様性と絡むようになってきたからである。   

－ゾ‖几一往▲■方、「反対派」は、地域語要求の動きを、かつては右翼や全体主義と結び  

つけて批判し、近年は、「一にして不可分の共和国」などの共和主義理念に反  

する「共同体主義（communautarisme）」として非難する傾向がある。この点  

で地域語はフランス共和国のあり方を問う重要な問題であり、1999年の欧州  

年5月29日のブルターニュ地方公式訪問時の演説）、しかし彼の出身政党内部に  

批准に強く反対する勢力があったことなどから、ジョスパン首相による署名特に  

翻意した。こうした経緯やシラク大統領の翻意に対する批判については、長谷川  

秀樹「ヨーロッパ多言語主義とフランス」『相関社会科学』10，2000年，pp．94－99，  

仇／e∫ト昂′〟J7Ce，1999年6月18日付け記事、∂ピア′〃∫∂′℃∫〃0乙′Ve／Je∫dリねαCe同年同月  

25El伺▲け記事を参照。  

欧州地域語少数言語憲茸の批准をめぐる論争については、古石篤子「『地域言  

語・少数言語のための欧州憲章』とフランス」KEIOSFCReview3－2，1999年，  
pp，40－45、長谷川秀樹「現代フランスにおける言語間題一地域語と欧州少数地域  

語憲章をめぐって」『立命館国際研究』12－3，2000年，pp．455－472、同「ヨーロッ  
パ多言語主義とフランス」前掲軋pp．84－100，糠塚康江「『地域・民族少数言語に  

関するヨーロッパ憲章』とフランス憲法－フランスの言語政策」『関東学院法学』  

10－2，2000年，pp．139－168，三浦信孝『普遍性か差異か一共和主義の臨界、フラ  

ンス』藤原書店2002年，pp．217－236等、日本国内でも多数の業績が見られる0  

3  革命から現在にいたるまでのフランス全般の地域語や方言の状況、あるいは  

その政策を扱ったものとしては、MicheldeCerteauetal．thlePOlitiq乙Ledela   

langue：laRdvoh［tionf・anCaiseetlespatois，Ga11imard，1975，BernardPoignant，  

LanguesetcultL［reSreg10nales：rqPPOrtauPremierministre，Documentation  

丘an9aise，1998、アンリ・ジオルグン、原型（訳）『虐げられた言語の復権－フ  
ランスにおける少数言語の教育運動』批評社1987年等を参照されたい。  

4 地域語の教育状況については、DGLFLFが毎年国会に提出する報告書（Rapport  

auParlementsurl’emploidelalangue魚・an9aise）に詳述されている他、地域語担  

当教員の全国教組FLAREPのホームページにも報告書が掲載されている。http：／／  

WWW．flarep，COm参照。  
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張した。一方反対派は当然のことながら、憲法改正にも憲章批准にも否定的で  

あった。  
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1．1危機から脱していないフランスの地域語   

だが、賛成派が地域語の憲法規定を求める本質的な理由は、地域語の現状打  

開であろう。「地域語の現状」とは、地域語が実用されないことによる話者の消失、  

ならびに地域語そのものの消滅、すなわちフランス語への完全同化、という危  

機的状況からの脱却であるが、相変わらずフランスの地域語はこの危機を脱し  

ていないと言える。   

ユネスコの調査に「危機言語（EndangeredLanguages）」がある。世界中の  

少数言語について危機の度合いを6段階に分けて表示するものであり、フラン  

スおよび近隣西欧諸国の状況について表したものが次ページの（表1）であるが、  

フランスの地域語はスペイン、ドイツ、イタリアなど近隣国の少数言語に比し  

てより「深刻な危機的状況」にある点、さらに、バスク語やプロヴァンス語な  

ど二国に跨る言語について言えることだが、同一言語であってもフランス側の  

方が隣国よりも消失危険度が高いことを物語っている。   

表に掲げた諸国のうち、スペイン、ドイツ、英国、オランダは欧州憲章を既  

に批准している。イタリア、ベルギーは批准していないが、この両国には既に  

言語法が整備されている7）。憲章を批准せず少数言語関連法もない国はフラン  
スだけである。むろん、憲章批准や言語法制定と少数言語の危機的状況の改善  

との因果関係は証明されていないので、これは「偶然の一致」と看倣されるか  

もしれないが、まさにこれが賛成派の論拠となっているのである。   

一方、フランスによる調査でも、地域語の危機的状況を読み取ることがで  

きる。INSEE（国立経済統計研究所）の調査によれば、両親との会話で地域  

語を使用する比率は減少の一途をたどっていることが分かる（グラフ1）。ま  
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ア  イクリアでは1991年11月20日の大統領令により12の少数言語に対する保護をイ  

タリア政府が行うことが規定されている（第1条）。さらに1999年には歴史的少  

数言語保護法も制定され、少数言語を使用する「権利」が規定されている。また  

幾つかの州でも州法により少数言語保護政策が規定されている。詳細は大澤（訳・  

解説）・l川‖・長谷川（訳）「イタリア」渋谷（編）前掲雷2005年321－350ページ  

参照。ベルギーについても憲法を初めとして1966年の言語法により、主に少数言  

語であるドイツ語の保護政策について規定されている。詳細は岩本和子（訳・解説）  

「ベルギー」渋谷（編）前掲雷269－291ページを参照。  
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グラフ11999年時点における世代別の地域語使用状況  ている。   

しかし、地域語の「実用」、特に憲章が規定するような公共な場での使用を  

促進し奨励することを国や政府に課すことは、憲法第2条にある「共和国の言  

語としてのフランス語」規定に抵触すると反対派は主張する。この規定を受け  

1994年に成立したトウーボン法が公共な場での仏語使用の義務を規定してい  

ることも反対の理由である。事実、1999年の憲法院判決の法的根拠の一つには、  

トウーボン法の仏語使用義務規定もあった。このため、現在においても学校教  

育以外での地域語使用は極めて限られた領域（ごく一部のメディア9）や街路表記、  

芸術文化作品）にとどまっている。   

教育についても1980年代に公立学校での地域語数育と地域語で他教科を教  

える民間教育団体の認定化（フランス語での教育を行う代わりに学校としての  

認定を行うもの）が図られたが、それ以降なかなか進展しない。初等教育（小  

学校）から中等教育（コレージュおよびリセ）への連携不足、地域語教育を行  

うのに相応しい教員養成課程や採用試験の不十分さ、一部の地域語しか学校教  

育が実現していないこと、地域語が現代語の中の選択科目という位置づけにさ  

れ、仏語と英語等外国語との競合に晒され、結果として選択しにくいことなど  

制度面の問題はさることながら、賛成派が強く求める二言語教育・イマージョ  

ン教育（地域語による地歴、理科、数学等他教科の教育）に対する制約が地域  

語の実用を妨げていると賛成派は主張している。二言語・イマージョン教育は  

2002年、憲章署名に着手したジョスパン左翼政権下の教育相で以前から地域  

語の法的承認に積極的であったジャック・ラングの通運により実施される予定  

だったのが、行政裁判所（コンセイエ・デタ）の否定的見解により、部分的に  

しか実施されていない。  

た11リ桂：〟／且Egタブ℃J？1J∂J－e肋βjO給vrier2002，p．3を参照して筆者作成  

た「地域語は外国語と同様に世代間継承は行われているが、その実用は外国語  

8） 
に比して極めて低い」と末尾にて結論している。  

1．2 地域語使用に対する法律上の制約   

前節で言及した危機的状況は、地域語が「実用」につながっていないことに  

起因するものと考察される。フランスでは1980年代から地域語の学校教育が  

開始され、政府も支援しているにも関わらず、なぜ「実用」につながらないの  

か？まず、「実用（pratique）」の意味を考察したい。欧州憲章では序文にて「地  

域語ないし少数言語を私的ならびに公的活動において実用する権利は奪うこと  

のできない権利」と規定し、まさにそれを憲法院が違憲と判決したのであるが、  

要は学校で教育手段として用いられるにとどまらず、公共機関において窓口あ  

るいは文書にて使用され、親族や隣人、友人や同僚との会話にも通常あるいは  

部分的に用いられることを指す。こうした環境がないために地域語が危機的状  

況から抜け出せないと賛成派は考え、この環境を法により創出することを求め  

9  メディアについて言えば、地上波テレビ放送では地域語放送局は存在せず、フラ  

ンスの地上波全国6放送局のうち、地方局制作番組を一定時間以上放送すること  

を定められた国営放送「フランス3」のアルザス、ブルクーニュ、地中海、コル  

シカの4地方局に限って、地元制作番組のうちニュース、天気予報、地域ドキュ  

メンタリー番組の一部が地域語で放送されているにとどまる。ラジオ放送につい  

て言えば、国営ラジオ放送「ラジオ・フランス」のコルシカ島放送分（RCFM）  

と小規模なローカルFM放送（10局程度）にとどまり、そのほとんどがフランス  

語との併用である。活字メディアについても全国、地方紙含め、日刊紙では地域  
語新聞はなく、記事の一部が地域語で苦かれるものが数紙ある程度である。  

8  FrangoisClanchi，（（LanguesreglOnales，langues6trangeres：del’hiritageala  

pl●atlque〉〉，爪は古君PJ℃／77J∂′一e，∧b．βjO，2002，p．3  
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表2 2008年以前の憲法改正議論における「地域語」記載修正案のゆくえ  

2．2008年憲法改正の過程   

2．12008年憲法改正に至る地域語意法化への動き   

以上の背景から地域語「賛成派」は、地域語の憲法改正とそれへの記述を求  

めるのであるが、その過程について、フランス国会の動きを分析することによ  

り見ていく。ここでは2008年4月にはじまり7月まで続いたこの年二度目の憲  

法改正論議における地域語をめぐる攻防を取り上げるが、それ以前にも憲法改  

正に地域語を盛り込ませる動きは数度見られた（表2参照）。いずれも政府提  

出の改正原案（prqjet）に「地域語」がなく、これに対する各議員や会派から  

の改正案（proposition）として「地域語」規定案が出されるが、いずれも第m一  

読会（premierelecture）で否決され、成立していない。  

2．2 5月7日の政府宣言と両院法務委員会での改正案成立  

1月15日の審議（国民議会法務委員会における第【一読会）では、この二つの  

案がリスボン条約批准に必要な憲法改正の手続きに結びつかないとして一旦は  

否決されるが10）、ここ数年同種の案が出てきては否決されるという行為が繰り  

返されたために、政府見解により決着を図ろうという主張が賛成派からも反対  

派からも出されたヱ1）。これに応えるため、5月7日、アルバネル文化大臣によ  

り政府宣言が出される1之）。これに先立つ4月25日、政府は「共和国の諸制度を  

刷新する憲法改正案」（法案第820号）を提示するが13）、そこには地域語がもり  

こまれなかった。その理由として文化大臣は5月7日の宣言およびこの日の審  

議で、「欧州憲章批准を目的とした憲法改正には政府は賛同せず」、「1999年の  

憲章批准を違憲とする憲法院判決を支持する」ことをあげた。また、批准しな  

い理由として憲章の理念は共和国の基本原則に抵触する点と、「1999年の署名  

年・月   改憲目的   条 文   経  緯   

2002・11  地方分権   第2粂   「共和国は地域譜を承認しその発展を監視する」「フ  
ランスの遺産である地域語の尊東において」、前案  
の「尊重」の後に「保艶」の文言を加える三案   

2005・1  欧州憲法批准   第2条   「地域詔の尊動こおいて」、「フランスの遺産の一部  
をなす地域語の尊窮において」の文言を付加する  
二案  

第53条の3  「フランスが欧州地域語少数言語憲章を批准でき  
る」の新条項を挿入する案   

200（～・12  第2粂   「文化遺産としての地域語」を付加する案   

2008・1  リスボン条約批准  第2条   「フランスの遺産をなす地域詔の承認において」を  
付加する案  

第55条の3  「フランス共和国は欧州評議会の欧州地域語少数言  
語憲章を承認しうる」という斯条項を押入する案   

注）第2条は全て「共和国の言語はフランス語である」という部分の後に押入するもの。第53条は「条  

約および国際規定」と題する第6串に含まれる。  

此牲Co叩／e′℃J7血′′7廃mムβe比Ⅳ∂′〃e∫ゐ′7Ce血ノe乙／d2ノ〃0－ノe／77∂ノ官2β02，血ゞe′？7占／∂e肋血〃〟／q血′′■′7〟／  

q炉cお／鹿／α月函ム／～ヴエ′e月一〟〃ぐ〟′∫e，pp．5495－5503，Co′甲／e柁〃血∫′7廃′一〟工βe血∂〃7e∫∂〟〃Ce血′習e化ノ℃d  

2∂カ〃りお／一2ββJ，」∬g／77ム〟β肋／∽〃〟／q血z∫用〟／（がcね／ゐ／〟月少占／ゆ′e凸Ⅵ′埠加呵pp・412－420，Co′甲／e  

／℃′7血∫〃晦J■αムβe血∂／77e∫占〟J7Ce血′77e／℃J℃dノj滋ce／J7占′℃2∂0氏」∫∫β椚占／∂e肋Jわ〃〟kゐま′／‘〃〟／q節c～ピノ滋  

klR車bliqueF）一a71CaLFe，PP．9011－9014，AmendemelltNO13ModificationdutitleXVdelaCol－Stitution（nO  

561），Amende111entNO12Modi丘cationdutitleXVdelaCol－Stitution（nO561），  

時に政府が選択した憲章の39条項は違憲ではないが、すでに実施されていて、  
14） 

批准の必要性がない」点を述べている。ここまではほぼ反対派の主張に沿っ  

た形となっているが、①フランスの道産としての地域語の承認、②地域語法の  

制定、③学校教育ならびに公共機関での二言語化については賛同し賛成派の主  

張に近い立場を取っている。   

このことから820号法案に対する5月22日の国民議会審議（第一読会）では、  

賛成派、反対派がこぞって改正案を出し、出すたびに否決されるという状態が  

10 （’lり岬／←′∵＝（／′′血豆川／．在り雨（、－仙－、ヾし；‘仙・し▼‘ノJ川刷・（／／／十両〃l山・ご仙＼＼」∴、√〃J／）／しこし、  

〃〟Jわ〃α／e，克之′用〟Jq伊cねJ壷J〟月勿乙J∂／ゆ′e凡′α〃ぐ〟∫∫e，pp．241－244，  

11 岡上。  

12 De；claraliondL［Go乙IVernementSL（rleslangL／eSregionales，PreSent6eparMMe  

ChristineAlbanei，ministredelacultureetdelacommunication，enreglStr6ala  

Prisidencedel’assemn16enationalele7mai2008，およびCo777Pterendt／inle；g7・aL  

くJ．、．∴．∫－．‥‥・．・J‾‥．∴・ごりl∫ ト．・‥・．・・「．・∴い・ト．．・．．．1り‥．．．．．J  

月函乙′抽ヴ！′e揮α〃ぐα才∫e，pp．1959－1985，  

13 NO．820ProjetdeloiconstitutionnelledelnOdernisationdesinstitutionsdela  

VemeR6publique  
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14 エ）∂c／αrα血〃血G抑VeJ′〃e／刀e〃J∫！JJ′／e∫Jβ7脚′e∫才一egヱ0㈲Je∫，1e71Tlai2008，および  

Co〝甲Je柁J7血～〃廃rαムJ∫je∫ゐ〃Ceゐ′77eⅣ′■e訪7〝7〟∫プβ∂∂，pp・1983－1985  

また5月13日には国民議会と上院の合同要員会が開かれ、アルバネル文化相の政  

府見解に対する質疑応答がなされた。アルフォンジ上院議員が政府は①憲法改正  

はせず、憲章の個別条項のみ批准、②憲法改正、③憲法改正はせず、地域語法を  

制定、のいずれを取るのかという質実剥こ対して、文相は「批准目的の改正はしな  

い。憲章の個別条項については批准しなくとも既にフランスは実施している」と  

のみ回答している（CoJナ甲／ピタ℃〃血わ7J密′■α／，∫ゐ′7Ceゐ∽〟′成ノj〃7αf20柑，Senat，   

Journa10fficieldelaR6publiqueFran9aisepp，2027－2043）。  
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はあったが、憲法に何らかの形で地域語を規定することは不可避な状況にあっ  

た。この「不可避な状況」が、これまで否決され続けた「地域語」規定の憲法  

挿入を可能にさせた要因である。それを国内、国外の論理から考察したい。  

3．1地域語がフランスの「遺産」であるという意味   

まず、国内の論理であるが、地域語がフランスの「道産」である、という  

点は賛成派も反対派も共通する意見であり、文化的多様性の保護促進も必要で、  

地域語の保護促進も文化的多様性の観点から必要であるという点でも両者が共  

通している。対立はそれを憲法に明記する必要性についてである。もう一一つは  

サルコジ大統領や政府が地域語法の制定を掲げている点である。これが既存の  

法制の単なる「法典化」なのか、既存法制より一一歩踏み込んだ内容になるのか  

は不明だが、法制化は規定路線である。  

3．2「文化的多様性」の対外的・国内的論理の矛盾の解消   

一方、対外的論理では、フランスは果たして真に文化的多様性に前向きなのか、  

という疑念が国内外から出されている点である。ヨーロッパ議会の少数民族諸  

会派代表のチャバ・サンドル・タパルデイ（ハンガリー選出）議員は、2006  

年2月、ストラスブールでの本会議において「宣言」を発し、フランスの地域  

語が危機的状況にあり続けるのはフランスが欧州憲章を批准しないからだとフ  

ランスを批判し、批准を要求している18）。今回の憲法改正議論でも、党派を超  

えてフランスが憲章を批准しないことば、ヨーロッパや国際社会レベルからみ  

た文化的多様性の問題にフランスは果たして真剣に取り組んでいるのかという  

疑念、あるいは非難が賛成派から出されている。特にフランスはユネスコの無  

形文化道産保護条約（その第2条2（わに言語も無形文化退座と定義されている）、  

文化的多様性の保護促進についての協約に参画していながら、同種の欧州憲章  

を批准しないことに対する批判が大きい。今回、憲章批准はさておき、フラン  

スがグローバル化に対抗して国際的に掲げた「文化的多様性」の擁護との整合  

性意識が反対派にも見あり、「道産」としてならば地域語を憲法に掲げること  

で「文化的多様性」の内外論理矛盾を解消すると同時に、地域語に対するそれ  

表3 2008年5月憲法改正時に提出された改正案・修正案  

賛成派の提出案  

改正案第304号「〔第2条〕フランスの諸言語もまた共和国により承認される」  

修正案第601号「〔第2条〕（フランスの諸言語）は国民の文化遺産に屈する。共和国はこれを保護する」  

同第590号「〔第2条〕（承認）および保護される」  

改正案第569号「〔第2条〕多様性を築く地域語の尊盛において」  

注：修正案は全て改il三案第304号に対するもの  

反対派の提班案  

改正案第273号「〔第1条〕（フランス共和国は）多元的でありそれを構成する多様性を保障する」  

同第262号「〔第2条〕地域語は国民の遺産に所属する。共和国はこれを保護する」  

同第145条「〔第2条〕（…）国民の遺産をなす地域語の尊東において（…）」  

繰り返された15）o提出された改正案および修正案（amendement）は上表3の  

とおりである。  

3 考察 なぜ地域語規定が採択の要因   

結局、法務委員長が提示した折衷案の改正案修正第605号が全会一致で採択  

されユ6）、送致された上院（法務委員会での第一読会）でも6月11日に可決され  
17） 

た0これによりフランスで初めて地域語が憲法に盛り込まれる可能性が大き  

くなった。ではなぜ、地域語規定について反対派も認めたのであろうか？そ  

の前に可決した憲法改正案の第1条「地域語はフランスの道産に属する」とい  

う文言から、この改正案の特筆すべき二点に着目したい。それは、①地域語の「承  

認」や「尊重」、「保護」という文言がない。②第2条にではなく第1条に付加  

された点、である。これは改正案がむしろ反対派の主張に近い形で取り入れら  

れたことを意味する。政掛ま「憲章批准を前提とする憲法改正」には否定的で  

；う ー・り・・・．‥‥・ぺ・＝・、J．・．．リ．∫ ′－′・、．＼．、ハ・‥．′－．リ′＝・．÷．J．、、′．∴∫．・ご川・、ト．り∴∴．、  

〃α／わ〃め血′用αJq炉cねJ虚血月卸〃ゐJ∫ヴ1′eルα〃ぐα由e，pp．2337－2349，  

16 AmendementNO605Rect・ModificationdutitleXVdelaConstitution（nO820）  

17 上院法務委員会ホームページ（http：〟www．senat．fUrap／107－387／107q38727．html  

＃toc214）およびJean－LucWasermann，R‘押Orlj27itaunomdblacommissiondbs   

l・、‥り、∫・∴・・川′・・・‥・、＋′・・∫t・．．・、∴Jトリ ∴∴∴′ハ′J＝リ′、Jい．・・㌧・・．．い ′・t．′   

・一十・・∴、∫．∫・・∴′．・‥・・い・・／．．・．・‥り．・、∴・・′J∴・．・〃．∴J亘．J．申．＝．1．、、．・．∴∫・．＼‥リリ一  

demodernisation＆sinslilt［tionsdela柁meR卸ubliq乙′e，Assemb16eNationale，  

2008，p．54．  
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18 AgerlCeBretagnePresseのホームページo http：〟www・agenCebretagnepresse・COm／   

1isting．php？city＝Stasbourgおよび2008年5月13日における上院審議Co7Wlerendu   
．・・・ミ・・．∫－ ‥＝・∴‥′．、∫いト、ヾり・∫・、＝両・－、・・・い～り・・、∫パ√′一抹‥・∴－・川tト・■  

昂′α乃Fαf∫e，pp．2032，  
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図2 フランスにおける憲法改正のプロセス  以上の進展（憲章批准や公的使用範囲の拡大）を抑えることができるものと判  

断したと考察される。  

3．3「フランコフォニー」という特別な関係   

もう一つは、同じ憲法改正で新たに設けられた第14章の「フランコフォニー  

（ffancophonie）」に関する章とこれに含まれる新設第87条の存在である0こ  

れは「共和国はフランス語を共有する諸国及び諸人民間の連帯と協力の発展に  

参加する」という短い一文である。このことば、第6章の「条約及び国際規定」  

（第52条～第55条）ならびに第15章の「欧州諸共同体及び欧州連合」（第88  

条1～第88条5）以外に対外規定の車が設けられ、フランス語圏諸国との関係、  

あるいはフランス語圏諸国による多国間関係に基づく国際組職とフランスとの  

「特別な関係」を憲法上認める重要な転換と言えるが、重要なのはそれだけで  

はない。第14章では「フランコフォニー」という題であるのに、第87条では「フ  

ランス語を共有する諸国及び諸人民（1esEtatsetlespeuplesayantlePancais  

enpartage）」と「フランス語」が使われている点に注目すべきである。もち  

ろん国際組織としての「フランコフォニー」には、フランス語が公用語でもな  

く、また第二言語として多用される訳ではないエジプトやヴェトナム、東欧諸  

国などが多数参加しているという状況を反映してのことであろうが、重要なの  

は、改正憲法では二度も「フランス語」という表現が使用される点である。す  

なわち第2条に「共和国の言語」としての「フランス語」があり、これに第87  

条にも対外的な意味での「フランス語」規定が加えられた。   

すなわち、この第87条は、地域語規定付加の代替として新設されたと見る  

べきであろう。反対派にとって地域語の憲法規定が不可避であるならば、「共  

和国の言語」フランス語の優位を揺るがすことがないようにしなくてはならな  

い。フランス語規定をさらにもう一つ増やすことで、その優位を地域語に対し  

てさらに強化する意味で第87条が設けられたと見てよいであろう。この規定  

を改正憲法に積極的に加えようと何度も改正案、修正案を提示したのが、審議  

中、一貫して地域語規定に反対した議員たちだったことからもこのことが言え  

よう19）。  

両院合同議会  

有効投票数の5分の3に  
より成立すれば改正憲法案  

は可決成立が礁乱 この場  

合、国民投票は行われない。  

政
府
が
両
院
に
改
正
原
案
（
p
r
且
e
t
）
提
示
 
 

両l院の同山一文に  

よる可決成立  
両院の審議前に各会派・  

議員が原案に改正案  

（pl・OpOSition）を加える  

ことも可能。審議中は  

修正案（alTlendement）  

となる。改正案や修正  
案に対する再修正案  

（sous－amendelnent）も  

ある。  

不成立の場合は、  

両院合同委員会  

を首相が設擬し  
そこで採決を行  

うか、国民議会  

で再決議。  

両院合同議会にするか国民  

投票にするかは大統領が決  

める。  

国民投票  

有効投票数の過半数の賛成  

に皐り成立  

4 憲法改正における「地域語」の削除の動き   

4．1上院本会議での地域語削除   

こうして国民議会で改正憲法案は成立するが、上院でも同…一内容で可決する  

必要がある。また、憲法改正は国民投票（rif＆endum）にかけるか両院合同  

議会（congres）で投票数の5分の3以上の賛成がなければ確定しない（図2参照）。   

だが上院では6月18日、「フランスの道産としての地域語」の文言が設けら  

れている第1条の削除あるいは修正を求める案が11提示された、うち6案（改  

正案第3号、77号、145号、157号、250号、260号）が削除であった。残る  

5実は地域語の文言を残した上で改正であったが、実質的には国民議会の可決  

案より後退するものであった20）。こうした改正案に対してダチ法相はいずれも  

20 第1条に「男女平等」規定を移す（改正案第95号）、フランコフォニー（フラン  

ス語圏）の連帯を第1条に加える（改正案第315号）、地域語規定の直後に「その  
使用ならびに実用は、共和国の不可分性、法の下の平等、フランス人民の単一性  

という憲法的原則に抵触しないものとする」の文言を加えるもの（改正案第4号）、  
「遺産」に「文化」を付加するもの（改正案第95号の修正案第38号2）、第1条の  

地域語規定を第2条に、第2条の共和国の言語としてのフランス語規定を第1条に  
入れ替える（改正案第356号）。改正案第95号、4号はいずれも「遺産としての地  

域語」規定が憲章批准の根拠とならないよう、フランス共和主義の基本原則であ  

る平等理念を第1条で強化させることにより歯止めをかけることを目的としてい  

る。改正案第315号ならびに356号は地域語に対するフランス語の優越を強調す  

19 とりわけジャック・ミヤールを中心とする議員団。AmendementsNOS．175et176  

ModemisationdesinstitutionsdelaV畠meRepublique（nO820），  
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否定的見解を述べ、国民議会可決案を採択するよう求めるが、賛成216、反対  

103により、結局上院では「地域語」削除を求めた6案が可決する。  

「地域語」規定を設けた国民議会案を上院が削除した理由と背景であるが、  

もちろん、国民議会で審議された憲法改正が志章批准の前提となるという旧来  

からの批判に加え、「フランスの道産」としてなぜ地域語だけが憲法に載せら  

れるのか、そしてフランス語規定のある第2条に先立って第1条に地域語規定  

がなされたことに対する違和感が上院で新たに出されたことがあげられる。道  

産には史蹟や建造物、あるいは料理のごとき無形のものまであるのに、なぜ地  

域語だけ記載されるのかという批判である。もう－、、、・つは憲法第1条を含む第1  

章（第1条～第3条）は共和国の基本的原則、特に主権と市民の平等について  

記されるべきであるのに、なぜここに国民の ト部」でしかない地域語を記載  

するのか？という疑念である。国民議会に比して「保守的」であると称される  

上院の性質も影響しているであろう。   

法に記す必要があるのか？（中略）さらにフランスの地域語を共和国の  

言語であるフランス語に先立たせて記すことは、簡潔なる論理への挑戦、  

共和国の否定、国の構成原則の混乱、政治的目的に我々には見える。国  

会がかかる法案を採択したことは重大だ。この結果、全ての市民が司法  

および行政に平等に接することが疑問視される。（省略）かかる法案が  

撤回されることを要請する21）。   

22） 
この点は国民議会法務委員長の報告割こも指摘されており、アカデミー・  

フランセーズの政治的影響力の大きさを見ることができよう。  

5 憲法第75条1における「地域語」規定の追加   

5．1両院第二読会および両院合同会議での地域語の再度承認   

6月25日に国民議会に再度送致された上院可決憲法改正案は、法務委員会  

第二読会にて審議されるが、その際ヴアルスマン法務委員長は「フランスの  

遺産としての地域語」規定を盛り込む改正案第38号を再び提示する。ただし、  

憲法第75条の後に、第75条1を新設する形である。第1条や第2条にではな  

く、第75条の後に「地域語」を設けた理由として法務委員長は「フランス語  

の優越性に対する疑念を払拭するため」23）と言及している。これに対して第2  

条のフランス語規定の後に地域語規定を盛り込むという旧来の改正案が提示  

され、また一部議員は地域語を削除した上院可決案を支持したが、ダチ法相が  

第38号を支持する考えを表明したため、採決の結果、第75条1に地域語が新  

設される改正案が可決した。この法案は上院に再度送致される（7月10日、法  

務委員会）。ここでも第75条1の削除を求める改正案（第91号）が提示された  

が、上院法務委員長と法相がこれに否定的見解を示したため、改正案は否決さ  

れ、7月16日、上院審議でも地域語が承認されることになった。   

最後の障害が両院合同会議である。憲法改正案が成立するには、両院の議員  

21 アカデミー・フランセーズHPよりhttp：／／www．academie－n’anCaise・＆／actualites／  
actu＿2008，aSP長谷川訳。  

1ニ ト・・‥∴い．・・・－‥・・J、‥・・・・‥・・・・‥ ∫・・・＝・＋・∴・‥‥－・‥・∴・・・・・・・・′   

institulionsdelaVameR4p乙JbliqLIe，AssemblieNationale，9juillet2008・  

23 AmendementNO38ModincationdutitleXVdelaConstitution（2ClecturenO  
993）  

4．2 アカデミー・フランセーズの地域語削除要求   

上院採決に影響を与えたのは、アカデミー・フランセーズ（Acad6mie  

Fran9aise）が6月12日に発した「宣言」である。この組織は1635年創立の、  

40名の「会員（acad6miciens）」からなるフランス語の権威機関であり、フラ  

ンス語およびその表現芸術・文化活動に対して多大な影響力を持つ。アカデ  

ミー・フランセーズは会員の全会一致の決議により、匡Ⅰ会に対し地域語規定を  

盛り込んだ改正案を採択しないよう求めた。  

（前略）さる5月22日、国民議会は憲法改正案を採択したが、その結  

果は国のアイデンティティに悪影響を及ぼすものである。彼らは「フラ  

ンスは－〟一一－〟Jにして不可分、非宗教で民主的かつ社会的共和国である」とい  

う文言で始まる憲法第1条に「地域語はフランスの道産に属する」とい  

う文言を最後に加えようとした。地域語は我々の社会あるいは文化道  

産に属している。果たして誰がこれを疑うだろうか？ 地域語は我々の  

国の豊かさをなす現実と感性を表している。だがなぜ、これを性急に意  

る意図から出されたものである。修正案第38号2は、地域語を「道産」ではなく「文  

化遺産」とすることで、「コミュニケーション」手段とみなすことを回避し、フラ  

ンス語だけをフランスで唯一のコミュニケーション手段として強調することを目  

的としたものである。  
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原則に反することのないような記述を求めた。政府は「憲章批准につながる文  

言での憲法改正」についてのみ反対し、「道産」としての「地域語」や地域語  

法の制定については反対しないという中間的立場であった。以上のことから今  

回の憲法改正議論における地域語問題は、憲章批准をめぐっての共和主義論争  

から、「共和国の言語」のフランス語と「道産」の地域語というともに法的価  

値を有する言語を、フランスが国際社会に対して掲げる「文化的多様性」の論  

理に矛盾しないでどのように関係付けるのか、という新たな論議に移行したも  

のと言えよう。  

総数905牽■のうち、投票者の6剖以上の賛成が必要となる。ただし、これまで  

の審議とは異なり、一一条ずつ採決するのではなく、改正案全体の採決となるの  

で、地域語が合同会議での中心的な議論にはならなかった。採決の結果、可決  

に必要な538票のわずかに1票を超える539票（投票者896、反対者397）で憲  

法改正は成立し、第75条の1にてけ出城語はフランスの道産に属する」とい  

う形で初めて地域語が憲法で認められた。   

5．2 今回の憲法改正議論から見えてくるもの…共和主義論争から新たな論議へ  

移行した地域語間題   

今回の憲法改正の過程において、地域語をめぐる「賛成派」と「反対派」の  

対立が新たな形となった。1982年に地域語の学校教育が本格的に開始される  

までは、地域語の主張は言わば民族主義者や自治主義者の「たわごと」に過ぎ  

ないものとされ、政治的議題から一方的に排除されるのが常であった。地域語  

教育が始まる80年代においても地域語にかかわる主張は、国家レベルで論争  

となることはなかった。   

しかし、90年代以降、地域語の問題、特に地域語をフランス共和国がどう  

法律的に位置づけるかという問題は、共和主義論争という形で国論を二分する。  

その典型が1999年の欧州憲章の批准をめぐる論争であった。地域語が絡む共  

和主義論争の大まかな特徴は以下の三点に集約される。①地域語の公的使用積  

極派は多元主義的な欧州統合にも前向きであるのに対して、憲章批准反対派は  

欧州統合よりフランスの主権維持に積極的な姿勢を見せるように、欧州統合と  

絡んだ論争となった。②憲章批准賛成派を共同体主義（＝多文化主義）論者と  

みなし、集合的権利を個人的権利に優越させるものと位置づけ、革命以来のフ  

ランスの基本精神である共和主義に反すると非難する論調が見られた。③左右  

あるいほ保革の党派対立を超えた、超党派あるいは同一政党・会派内の論争と  

なった。   

しかし、今回の憲法改正では、上記の対立も見られはしたが、むしろ、地  

域語をどういう形で法的に位置づけるのか、地域語の実用をどこまで認めるか、  

という二点で争われた。このため、賛成派＝共同体主義者、反対派＝共和主義  

者という図式は成立しにくい。   

賛成派は当然、将来の憲章批准につながる形（特に、第2条「共和国の言語  

としてのフランス語」との併記）を求めたのに対し、反対派は「承認」や政府  

に何らかの実用をめぐる義務を課すような表記を極力避けるか、共和主義的諸   

多言語社会研究会 年報5号  

最後に  

今回の憲法改正は、危機的状況にある地域語に対してどのような効果を与え  

ることになるのだろうか？ そしてフランスの掲げる「文化的多様性」の矛盾  

を少しでも解消する形となるのであろうか？   

注目するべきは、「フランスの遺産」として地域語が憲法第75条1に新設追  

加される形で規定された点である。このことは地域語にとって二つの意味を持  

つ。   

…つは、「道産」と位置づけた以上、歴史的建造物や遺跡と同じく、地域語  

の保護義務をフランスが憲法上認めたことになる。すなわち、2002年のコン  

セイエ・デタのような既に実施されている二言語教育やイマージョン教育を阻  

語教育の一層の充  害するような法令は、今後違憲とみなされるため、また地域  

実がその保護に必要であるため、二言語教育やイマージョンは今後一層強化さ  

れるだろう。しかし、保護義務が課されたということと、欧州憲章の批准とは  

直接関係はない。欧州憲章は地域語や少数言語の公的領域での使用促進を求め  

るものであり、保護を求めるものではない。また、既に述べたように、地域語  

の運動に関わる人々の多くが望んでいることは、「保護」よりも「教育現場以  

外での使用機会の拡大」である。今回の改正された憲法条文は彼らの要望に答  

えているとは言いがたい。よって、今後も憲車批准を求める動きは弱まること  

はないであろう。   

さらにもう一つ、第75条1 

territoriales）」に置かれている点である。これは地域語が国の道産と位置づけ  

られている一方で、第1章の「主権（souverainet6）」項目ならびに第14章の  

「フランコフォニー」に位置づけられているフランス語とは明らかにことなる。  
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フランス語は地域語に対して明確にその優位性が位置づけられたほか、対外的  

にも憲法上の価値を有する言語として強化された。一方で、地域語を道産とし  

て位置づけ、他にも地方分権や多元性なる表現を憲法に盛り込んだことにより、  

文化的多様性をめぐる内外の論理矛盾は大分解消されているといえるだろう。   

しかし、「道産」としての地域語は、保護義務が政府あるいは地方公共団体  

に課されただけに過ぎない。保護するだけでは、地域語が危機的状況から脱す  

るには不十分であり、そのために公共機関や社会的場面における地域語の実用  

を奨励する欧州憲章の批准が求められてきたのであるが、憲法第75条1の規  

定により地域語の実用範囲が拡がるのかどうかを今後、諸政策から見極める必  

要がある。  
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